
 

議案第３０号  

専決処分の承認を求めることについて（４）  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求

める。なお、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行

に伴い、平成を用いた年度等の表記については、令和を用いた年度等

の表記に読み替えるものとする。  

  令和元年５月１５日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    



 

（別  紙）  

   専  決  処  分  書  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市介護保険条例の一部を改正する条例を専決処分する。  

  平成３１年３月３１日  

            埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 



 

羽生市介護保険条例の一部を改正する条例  

羽生市介護保険条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように

改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（保険料率）  （保険料率）  

第６条  （略）  第６条  （略）  

２  所得の少ない第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る

前項第１号に該当する者の平成３１

年度及び平成３２年度の各年度に

おける保険料率は、同号の規定に

かかわらず、２４，０００円とす

る。  

２  所得の少ない第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る

前項第１号に該当する者の平成３０

年度から平成３２年度まで の各年

度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、 ２８，８００円

とする。  

３  前項の規定は、第１項第２号に

掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る平成３１

年度及び平成３２年度の各年度に

お け る 保 険 料 率 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項 中

「２４，０００円」とあるのは、

「４０，０００円」と読み替える

ものとする。  

 

４  第２項の規定は、第１項第３号

に 掲げる 第１号 被保 険者に ついて

の保険料の減額賦課に係る平成３１

年 度及び 平成３ ２年 度の各 年度に

お け る 保 険 料 率 に つ い て 準 用 す

る 。この 場合に おい て、第 ２項中

「 ２４， ０００ 円」 とある のは、

「 ４６， ４００ 円」 と読み 替える

 



 

ものとする。  

  

附  則  

（施行期日）   

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の羽生市介護保険条例の規定は、平成３１

年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成３０年度分ま

での介護保険料については、なお従前の例による。  


